
自動車保管場所使用承諾証明書記載例

・ この書類は、保管場所の使用権原事実を証明する書面です。必ず、保管場所の所有者、管理者等権限を持つ人が作成（これらの者から、

作成及び加除訂正を委任されていることが分かる書面（委任状等）がある場合を除く。）してください。

権限のない者が作成又は加除訂正をすると、私文書偽造又は変造となる場合があります。

・ 自動車保管場所使用承諾証明書の代わりに賃貸借契約書等の写しで代用することもできますが、内容を確認させて頂く場合があります。

・ 消すことのできるボールペン及び鉛筆等は使用しないでください。

長野市大字南長野６９２番地２
○○パーキング ２

車を保管する場所の住所を記載してください。

アパート名や部屋番号は不要です。

380 8510

長野市大字南長野６９２番地２ □□アパート１０１号室

026-233-0110

長野 太郎

令和 ● ● ●

令和 ● ● ●

証明 一郎
承諾権者による記名又は署名です。

なお、押印は不要です。

令和 ● ● ●承諾した日を記載します。

駐車場に名称がある場合は名称を記載
駐車場内に駐車枠が複数存在し、特定

の駐車枠の使用を承諾した場合は、駐車
位置の番号を記載してください。
名称等がない場合には空欄で提出して

ください。

自動車保管場所証明申請書の申請者欄
又は、自動車保管場所届出書の届出者欄
と同じ内容を記載してください。

有料駐車場等で契約期限のあるものは、
その期限を記載。
期限の定めがない場合は概ね１年以上、

又は無期限と記載してください。

１ 正当な承諾権者（駐車場の所有者
又は委託を受けた駐車場の管理者）
の記名又は署名が必要です。

２ 書面の訂正には承諾者による訂正
が必要です。

３ 共有者が複数の場合は全員の承諾
が必要です。
各々の住所・氏名を記載してくだ
さい。
書き切れない場合は、別紙を用い
ても構いません。

※ 記名とは、パソコン等で電子的に入力したもの、ゴム印で押されたものをいいます。

この場合には、必要により承諾の有無を確認させて頂く場合があります。

○ 同じ駐車場の駐車枠１番～３番までを
保管場所とする申請を３台同時に行う

○ 自宅の車庫等を保管場所とする届出を
２台同時に行う

といった、同一の保管場所に複数台の
車両の申請・届出を同時に行う場合には
承諾証明書は１通の提出で足ります。


